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Ⅰ�　は�じ�め�に

職場の「うつ」が社会的な問題として注目さ
れ，国や公的機関，会社組織などにおいて，メン

タルヘルス不調者への積極的な対策が取られるよ
うになってきている。多くの企業が，厚生労働省
の「心の健康問題により休業した労働者の職場復
帰支援の手引き」（平成21年 3月改訂）1）に従って，
各企業の状況に合わせて，復職支援対策に取り組
んでいる。従業員の休職・復職の制度や支援のシ
ステムは以前と比較して整備されてきており，復
職するに際して行われる職場復帰の可否について
の復職判断も，各企業によって努力がなされ，精
度は向上してきている。最近では，企業内復職支
援制度やプログラムの具体的な効果評価について
の実績報告もなされている 2）。また，公的機関の
障害者職業センターや医療機関による復職支援セ
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パナソニック健康保険組合健康管理センター予防医療部メンタルヘルス科では，メンタル
ヘルス不調で休職している従業員が復職するに際し，事業者の委託を受けて，復職支援委
員会（旧復職判定委員会：2013 年 4 月に名称変更）を実施している。また，2006 年からメ
ンタルヘルス不調で休職している従業員について，復職前の 1カ月の生活についてのアン
ケート調査を実施し，アンケート調査と復職支援委員会に先立って行われる復職検診にお
いて施行している心理検査の結果やその他の変数について，復職後の就労継続との関係を
調査している。メンタルヘルス不調の従業員への効果的な支援に役立てるために，何が復
職後の就労状況に影響を与える要因になっているのかを明らかにすることを目的としてい
る。実際，調査研究から得られた就労継続に効果のある休職中の過ごし方の結果を，従業
員個人の状況に合わせて復職支援に活用している。一企業の産業精神保健領域の立場から
ではあるが，休職中から，メンタルヘルス不調の従業員の状況を充分把握し，回復度合い
に合わせた治療や対応を取りつつ，復職につなげ，復職後も職場健康管理スタッフ，人事，
上司との間で情報の共有が持たれ，連携して支援を継続して行うことが出来るケースは非
常に予後が良く，長期的な就労継続につながっているように思われる。更に，この 4月よ
り，メンタルヘルス対策として，休復職制度が改定された。メンタルヘルス不調者に対し
ては，休職前，職場においてメンタルヘルス不調の兆候が見られた時期から復職支援チー
ムを編成し，就労支援に当たり，メンタルヘルス不調による再発防止，休職・再休職の減
少に向けて，会社を挙げて取り組んでいく方針である。

─エビデンスに基づいた効果的な復職支援
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ンターにおいても，職場復帰援助プログラムの予
後調査やリワークプログラムが，復職後の就労継
続に効果を上げている実証的な報告など，有用性
が証明されてきている 3）4）5）6）7）8）9）10）11）。しか
し，その数はまだ少なく，今後推進すべき対策や
研究として永田は，①職場の特性に対応した組織
的な予防対策とその有用性の検討，②職業性スト
レスとワーク・エンゲイジメント，社会的支援の
相互関係の評価とポジティブメンタルヘルスの視
点からの介入研究，③効果的な復職支援プログラ
ムの開発と評価，④若年労働者への職業人として
の基本的な教育・育成プログラムの開発と効果評
価，⑤職場における自殺防止対策とその評価，⑥
これらの対策の有用性についての費用対効果 12），
などを挙げている。
このような産業領域におけるメンタルヘルス対
策や研究の状況の中で，パナソニック健康保険組
合健康管理センター予防医療部メンタルヘルス科
では，事業者の委託を受けて，メンタルヘルス不
調で休職している従業員が復職するに際し，復職
支援委員会（旧称　復職判定委員会：2013 年 4 月よ
り復職支援制度の改訂に伴い名称変更）を実施して
いる。そして，2006 年からはメンタルヘルス不
調で休職している従業員について，復職前の 1カ
月の生活についてのアンケート調査を実施し，ア
ンケート調査と復職支援委員会に先立って行われ
る復職検診において施行している心理検査の結
果やその他の変数について，復職後の就労継続
状況との関係を継続的に調査し，知見を得てい
る 13）14）15）16）17）。メンタルヘルス不調の従業員へ
の効果的な支援に役立てるために，何が復職後の
就労状況に影響を与える要因になっているのかを
明らかにすることを目的としている。
メンタルヘルス不調で休職していた従業員の職
場復帰に対する一企業の対策として，これまで約
6年に渡って実施している調査研究の結果と弊社
の職場復帰支援の現状を踏まえて，復帰を円滑に
するために効果的な支援について，従業員に関わ
る職場や健康管理スタッフなどの立場から報告し
たい。
当センターで実施している復職支援委員会の歴
史は古く，1962 年 1 月から精神健康管理の一端

として，精神障害者面接とともに実施されてい
る 18）。当メンタルヘルス科は，1963 年 9 月，松
下健康管理センターの開設とともに成人病管理四
部として活動を開始しているが，復職支援委員会
は，それ以前から行われている。復職支援委員会
は，メンタルヘルス不調で休職している従業員か
ら，主治医による「就労可」の診断書が人事に提
出された後，当該従業員が復職可能であるかどう
かを医学的に評価するために，当センター所属の
精神科医師・臨床心理士・保健看護職，および従
業員の所属している事業場の健康管理室の産業
医，保健看護職などが出席して開かれる。復職支
援委員会に際しては，予め精神科医師による復職
検診と，患者の病態像の付加的な資料に供するた
めに臨床心理士による心理検査を行っている。ま
た，復職支援委員会に先立って，従業員の所属す
る事業場産業医や看護職のスタッフが，各事業場
ベースで人事や上司と話し合いを持ち，また，従
業員本人とも事前に面談を行うなどして，実際
に，従業員が職場に戻ったときの受け容れ環境や
復職可否判断の検討課題について確認している。
そして，参加メンバーがそれぞれの情報を持ち
寄って，復職支援委員会において，医学的観点か
らの健康状態評価を行っている。また，事業場
は，最終的には事業場判断として復職の可否を決
定することを前提に，復職や復職支援に際しての
留意点について，復職支援委員会に意見を求める
ことができるようになっている（2013 年 4 月より
休復職制度が改定されたため，2013 年 3 月までの制
度運用で述べている）。

Ⅱ　調�査�方�法

パナソニックグループの従業員で復職検診時に
調査協力に同意の得られた 1045 名（男性 887 名：
84.9％，女性 158 名：15.1%），平均年齢，男性 39.9
歳（±7.78），女性35.3歳（±7.59）を対象とした。
調査期間は 2006 年 2 月 1 日から 2011 年 8 月 4

日（表 1）である。
本調査研究で使用したデータについては，パナ
ソニック健康保険組合健康管理センターの「健康
施策策定および学術研究のためのパナソニック健
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康保険組合が保有する各所データを用いる場合の
遵守事項」に従い，研究に先立ち，データの使用
に当たり，「健康管理センター・データ抽出願い」
を提出し，所属長およびセンター長の許可を得た。

Ⅲ　分�析�方�法

使用した尺度は，臨床的観察より検討された
35 設問からなる自己記入式の質問紙を当セン
ターメンタルヘルス科にて作成して用いた。設
問は，（1）睡眠について，（2）具体的な過ごし
方，（3）外出について，（4）家族の理解，（5）職
場との関係，（6）医療機関との関係，（7）休職期
間中の心境の 7分類から構成されている。生活の
リズムや心境などについての設問は「当てはまら
ない」から「当てはまる」までの 4件リッカート
尺度，睡眠時間や外出時間などは時間数を直接回
答，定期的な通院や職場との連絡などの有無は
「はい」「いいえ」の 2件設問，休職中の過ごし方
や連絡相手などは多肢選択式の設問を用いた。選
択式設問については各選択肢を 2値データに変換
してから分析を行っている。
同アンケートを使用した 2009 年の調査研究 19）

から得られた5因子の合成変数「先行きへの不安」
「家族からの協力・理解」「睡眠（生活リズム）の
安定」「焦り・自責の念」「二度寝の程度」と「休
日の過ごし方」についての選択設問について，観
察開始時点を復職検診時とし，再休職，もしくは
疾病原因の退職を観察終了時点として，復職検診
から2週間後の復職支援委員会の時点（2週間後），
復職 6カ月後，1年後の 3時点における累積就労
継続率をカプラン・マイヤー法にて算出した。
POMS（日本語版 POMS，Profile�of�Mood�States）

の 6 因子と新版TEG�Ⅱ（東大式エゴグラム）の 5
つの下位尺度について，観察開始時点を復職検診
時とし，再休職，もしくは疾病原因の退職を観察

終了時点として，復職検診から 2週間後の復職支
援委員会の時点（2週間後），復職 6カ月後，1年
後の 3時点における累積就労継続率をカプラン・
マイヤー法にて算出した。
更に，POMS の感情状態を表す 6 つの因子，
T-A（不安−緊張），D（抑うつ−落込み），A-H（怒
り−敵意），V（活気），F（疲労），C（混乱），と，
新版TEG�Ⅱの自我状態を表す 5つの下位尺度，
CP（Critical�Parent），NP（Nurturing�Parent），A
（Adult），FC（Free�Child），AC（Adapted�Child）
ならびに性別，職種，年齢，休職回数，疾患をカ
テゴリー化したグループを説明変数，就労継続・
非就労継続（再休職・疾病原因の退職）の有無を従
属変数とし，コックスの比例ハザードモデルを用
いて再休職・疾病原因の退職に関するリスクの評
価を行った。なお，職種は製造部門従事者（ライ
ン作業），開発部門従事者（技術部門，システム関
連部門，研究職），管理部門従事者（営業，サービ
ス，事務部門）の 3種類に分類し，年代は，年齢
22 〜 29 歳，30 〜 39 歳，40 〜 49 歳，50 〜 59 歳
に階層化した。また，休職回数との関係について
の変数も検討するため，休職回数が 3 回未満の
群と 3 回以上の群に分けた。疾患は，ICD-10 に
よる診断を，疾患グループ 1は F31：双極性感情
障害，疾患グループ 2 は F32：うつ病エピソー
ド，F33：反復性うつ病性障害，F34：持続性気
分（感情）障害，疾患グループ 3は F41：他の不
安障害，F43：重度ストレス反応および適応障害，
F45：身体表現性障害，疾患グループ 4は F20 統
合失調症，F60：特定のパーソナリティ障害とそ
の他の疾患とし，4つのグループにカテゴリー化
した。POMS の T-A（不安−緊張），D（抑うつ−
落込み），A-H（怒り−敵意），F（疲労），C（混乱），
の因子に関しては，素得点をT得点に換算した。
POMS 事例集の判定の目安を参考にして 20），本
調査研究においては，T得点が 60 点以上を危険
域にある群として危険群，V尺度に関しては，T
得点 40 点未満を危険群，それ以外を健常群とし
て，それぞれの因子について，危険群を「1」，正
常群を「0」の 2群に分けた。
新版TEG�Ⅱでは，5つの各下位尺度を 50 パー
センタイル以上の群を高群「1」，50 パーセンタ

表 1　対象者年齢分布
（単位：%）

男性N＝ 887 女性 N＝ 158
20 歳 84 （9.5） 40（25.3）
30 歳 341（38.4） 75（47.5）
40 歳 350（39.5） 34（21.5）
50 歳 112（12.6） 9 （5.7）
N＝ 1045
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イル未満の群を低群「0」の 2群に分けた。なお，
新版TEGⅡの妥当性尺度，疑問尺度については
新版TEGⅡの手引きに基づいて信頼性に乏しい
データは対象から除いた 21）（統計解析に当たって
は，S-PLUS�version�8.1 を使用した）。

Ⅳ　結　　果

対象者の背景として，家族状況は，既婚が男性
で 539 人（60.8％），女性で 52 人（32.9％），未婚
が男性で 321 人（36.2％），女性で 90 人（57.0％），
離婚と死別は男性で 27 人（3.0％），女性で 16 人
（10.1％）であった（表 2）。
学歴は，「中学卒」が男性で 14 人（1.6％），女

性で 5 人（3.2％），「高校卒」が男性で 228 人
（25.7％），女性で 51 人（32.3％），「高専・専門
学校卒」が男性で 71 人（8.0％），女性で 12 人
（7.6％），「短大卒」が男性で 3 人（0.3％），女性
で 18 人（11.4％），「大学卒」が男性で 395 人
（44.5％），女性で 51 人（32.3％），「大学院修了」
が男性で 176 人（19.8％），女性で 21 人（13.3％）
であった（表 2）。
職種では，技術系，研究系が多く，学歴では，
大学卒に次いで大学院修了が多く，対象は高学歴
で，しかも，知的業務に携わる従業員の占める割
合が多い傾向を見た（図 1・表 2）。
ICD-10 による疾患別割合では，Ｆ 33 の「反復
性うつ病性障害」の割合が 25%と最も高く，Ｆ 3
の「気分（感情）障害」に分類される疾患で 6割
を占めていた（図 2）。

以上 1045 名のうち，アンケート調査の「休職
中の過ごし方」の選択式項目については，1045
名（男性 887 名：84.9%，女性 158 名：15.1%）全員
につき回答が得られたが，5因子の合成変数につ
いては，欠損値のあったものを除き，全項目に回
答できていたデータ 1032 名（男性 875 名：84.8%，
女性 157 名：15.2%）につき解析を行った .�また，
POMSを 760 名（男性 635 名：83.6%，女性 125 名：
16.4%）に，新版 TEG�Ⅱは 966 名（男性 819 名：
84.8%，女性 147 名：15.2%）に施行した。
「3回以上休職」している群は，3回未満の群と
比較して，復職後に再休職・疾病を原因とする退
職にいたる可能性が高いことが示唆された。それ
ぞれの累積就労継続率を示す（表 3）。
心理検査の結果からは，POMS において累積
就労継続率は，Ｖ尺度の危険群で，3時点すべて
において低い累積就労継続率をみた（表 3）。新版
TEG Ⅱでは，FC尺度の 50 パーセンタイル以上

図 1　職種別割合

図 2　ICD-10 による診断分類

表 2　対象者背景
（%）

男性N＝ 887 女性 N＝ 158
婚姻状況
既婚 539（60.8） 52（32.9）
未婚 321（36.2） 90（57.0）
その他（離婚と死別） 27 （3.0） 16（10.1）

男性N=887 女性 N=158
学歴
中学卒 14 （1.6） 5 （3.2）
高校卒 228（25.7） 51（32.3）
高専・専門学校卒 71 （8.0） 12 （7.6）
短大卒 3 （0.3） 18（11.4）
大学卒 395（44.5） 51（32.3）
大学院修了 176（19.8） 21（13.3）
N＝ 1045
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の高群において，低群と比較して復職検診 2週間
後，6カ月後，1年後の 3時点において，高い累
積就労継続率をみた（表 3）。
コックスの比例ハザードモデルを用いた検討
では，POMS で V尺度（活気）が危険域の場合
は，そうでない場合に比してハザード比は，1.48
（1.07-2.05）となり有意なリスク（p<0.05）と考
えられた（表 4）。
新版 TEG Ⅱの各尺度については，FC 尺度
が 50 パーセンタイル以上ではハザード比が 0.73
（0.56-0.94）となり 50 パーセンタイル以上の群で
は，そうでない場合に比較して，27％リスクを
低減している（p<0.05）と考えられた（表 4）。な
お，変数は一度に投入し，ステップワイズ法は使
用していない。
アンケート調査の結果からは，5因子の合成変

数では，「睡眠（生活）リズムの安定」で，復職
検診2週間後，6カ月後，1年後の3時点において，
高い累積就労継続率を見た（表 3）。「休職中の過
ごし方」において累積就労継続率は，②「家事の
手伝い」を選択した群で，3時点すべてにおいて
高い累積就労継続率をみた（表 3）。また，今回，
④「PCの使用」を選択している群で，3時点に
おいて低い累積就労継続率を，⑦「その他」を選
択している群において高い累積就労継続率をみた
（表 3）。
コックスの比例ハザードモデルを用いた検討
では，5 因子の合成変数については，「睡眠（生
活）リズムの安定」が高いと，ハザード比が 0.70
（0.56-0.87）となり，睡眠（生活）リズムの安定が
低い場合に比較して，30％リスクを低減している
（p<0.01）と考えられた（表 5）。

表 3　累積就労継続率

●調整変数 3回以上�N=113 3 回未満�N=932 Log�rank�test�
p-value累積就労継続率（%） 95% CI 累積就労継続率（%） 95% CI

休職回数
2週間後 89.4% 83.7-95.1 93.3% 91.7-94.9

p�<�0.016 カ月後 63.1% 53.9-72.4 75.4% 72.5-78.2
1 年後 50.0% 39.7-60.3 62.1% 58.7-65.4

● POMS 危険群�N=141 健常群�N=619 Log�rank�test�
p-value累積就労継続率（%） 95% CI 累積就労継続率（%） 95% CI

V 尺度
2週間後 83.7% 77.6-89.8 94.7% 92.9-96.4

p�<�0.016 カ月後 64.4% 56.4-72.4 76.9% 73.5-80.4
1 年後 51.3% 42.3-60.4 64.2% 60.0-68.4

●新版TEG�Ⅱ 50 パーセンタイル未満　N=575 50 パーセンタイル以上�N=391 Log�rank�test�
p-value累積就労継続率（%） 95% CI 累積就労継続率（%） 95% CI

FC 尺度
2週間後 92.2% 90.0-94.4 95.4% 93.3-97.5

p�<�0.016 カ月後 72.0% 68.3-75.8 78.9% 74.7-83.1
1 年後 57.5% 53.2-61.8 67.6% 62.6-72.6

●休職中の過ごし方に関する 5因子 安定していない�N=318 安定している�N=714 Log�rank�test�
p-value累積就労継続率（%） 95% CI 累積就労継続（%） 95% CI

睡眠（生活）リズムの安定
2週間後 88.1% 84.5-91.6 95.4% 93.8-96.9

p�<�0.016 カ月後 67.5% 62.3-72.7 77.1% 73.9-80.3
1 年後 52.9% 47.1-58.7 64.6% 60.8-68.4

●休職中の過ごし方選択質問 非選択�N=557 選択 N=488 Log�rank�test�
p-value累積就労継続率（%） 95% CI 累積就労継続率（%） 95% CI

②家事の手伝い
2週間後 91.6% 89.3-93.9 94.5% 92.4-96.5

p�<�0.016 カ月後 70.2% 66.3-74.1 78.5% 74.7-82.2
1 年後 56.0% 51.5-60.5 66.1% 61.6-70.5

非選択�N=503 選択�N=542 Log�rank�test�
p-value累積就労継続率（%） 95% CI 累積就労継続率（%） 95% CI

④ PCをしていた
2週間後 93.2% 91.0-95.4 92.6% 90.4-94.8

p�<�0.056 カ月後 77.0% 73.2-80.8 71.4% 67.5-75.3
1 年後 64.2% 59.7-68.8 57.7% 53.3-62.2

非選択�N=712 選択�N=333 Log�rank�test�
p-value累積就労継続率（%） 95% CI 累積就労継続率（%） 95% CI

⑦その他
2週間後 92.4% 90.5-94.4 94.0% 91.4-96.5

p�<�0.056 カ月後 72.5% 69.1-75.9 77.4% 72.8-82.0
1 年後 58.2% 54.4-62.1 66.5% 61.1-72.0

95% CI:�95%信頼区間
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表 4　POMSと新版 TEGⅡの下位尺度のハザード比

POMS（N=760） ハザード比 95％ CIa p
T-A （正常領域群） 1.00 − 0.56（危険領域群） 0.96 0.86-1.09
D （正常領域群） 1.00 − 0.95（危険領域群） 1.01 0.62-1.65
A-H （正常領域群） 1.00 − 0.50（危険領域群） 1.20 0.69-2.10
V （正常領域群） 1.00 − p�<0.05（危険領域群） 1.48 1.07-2.05
F （正常領域群） 1.00 − 0.08（危険領域群） 1.24 0.97-1.58
C （正常領域群） 1.00 − 0.87（危険領域群） 0.95 0.55-1.63
新版 TEG�Ⅱ（N=966） ハザード比 95％ CIa p
CP （低値群）b 1.00 − 0.51（非低値群） 1.08 0.84-1.40
NP （低値群） 1.00 − 0.16（非低値群） 0.84 0.66-1.07
A （低値群） 1.00 − 0.90（非低値群） 1.01 0.79-1.30
FC （低値群） 1.00 − p�<0.05（非低値群） 0.73 0.56-0.94
AC （低値群） 1.00 − 0.94（非低値群） 1.00 0.79-1.27

注：1）a：95%信頼区間。
　　2）b：（　）は 50 パーセンタイル未満が低値群，50 パーセンタイル以上が非低値群。
　　3）解析に当たっては，全ての変数を一度に投入した。
　　4）�調整変数は，年齢：20 〜 29 歳，30 〜 39 歳，40 〜 49 歳，50 〜 59 歳；性別；職種：製造部門，開発部門，管理部門；休職回数：

3回未満の群と 3回以上の群；疾患：疾患グループ 1，疾患グループ 2，疾患グループ 3，疾患グループ 4。
　　5）POMSの調整変数では，休職回数 3回以上で有意差があった（p<0.05）。
　　6）新版TEG�Ⅱの調整変数では，疾患グループ 1と休職回数 3回以上で有意差があった（p<0.05）。

表 5　休職期間中の過ごし方についてのアンケートのハザード比

休職中の過ごし方に関する 5因子（N=1032） ハザード比 95％ CIa p
先行きへの不安が低い 1.00 − 0.25　　　　　　　　　　　　（高い） 1.14 0.90-1.46
家族からの協力・理解が低い 1.00 − 0.12　　　　　　　　　　　　（高い） 0.84 0.68-1.04
睡眠（生活）のリズムが安定していない 1.00 − p�<0.01　　　　　　　　　　　　（安定している） 0.70 0.56-0.87
焦り・自責の念をあまり感じていない 1.00 − 0.91　　　　　　　　　　　　（強く感じている） 1.01 0.80-1.27
二度寝の程度低い 1.00 − 0.29　　　　　　　　　　　　（高い） 1.12 0.90-1.38
休職中の過ごし方選択質問（N=1045） ハザード比 95％ CIa p
①ゆっくり過ごした （非選択） 1.00 − 0.17（選択） 1.19 0.92-1.52
②家事の手伝い （非選択） 1.00 − p�<0.01（選択） 0.65 0.52-0.81
③テレビを見て過ごした （非選択） 1.00 − 0.23（選択） 0.87 0.70-1.09
④ PCをしていた （非選択） 1.00 − p�<0.05（選択） 1.27 1.02-1.59
⑤ゲームをしていた （非選択） 1.00 − 0.17（選択） 1.22 0.92-1.61
⑥趣味に取り組んだ （非選択） 1.00 − 0.57（選択） 1.06 0.86-1.31
⑦その他 （非選択） 1.00 − p�<0.05（選択） 0.74 0.58-0.94
注：1）a：95%信頼区間。
　　2）解析に当たっては，全ての変数を一度に投入した。
　　3）�調整変数は，年齢：20 〜 29 歳，30 〜 39 歳，40 〜 49 歳，50 〜 59 歳；性別；職種：製造部門，開発部門，管理部門；休職回数：3回

未満の群と 3回以上の群；疾患：疾患グループ 1，疾患グループ 2，疾患グループ 3，疾患グループ 4。
　　4）休職中の過ごし方に関する 5因子において，調整変数では，休職回数 3回以上で有意差があった（p<0.01）。
　　5）休職中の過ごし方の選択質問において，調整変数では，休職回数 3回以上で有意差があった（p<0.01）。
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「休職中の過ごし方」については，②「家事
の手伝い」を選択した群が，ハザード比が 0.65
（0.52-0.81）となり ,�選択しなかった群と比較し
て，35％リスクを低減しており（p<0.01），④
「PC を使用していた」を選択した群が，ハザー
ド比が 1.27（1.02-1.59）となり，有意なリスク
（p<0.05）と考えられた（表 5）。また，今回，休
職中の過ごし方の質問，具体的な内容の選択肢に
おいて⑦「その他」で有意差が出た（p<0.05）の
で（表 5），⑦「その他」の自由記述の内容につい
てもまとめたので，参考までに示す。
⑦「その他」にチェックしており（全体の約

32％），具体的な内容を記述していた中で，最も
記載の多かったのは，1．リワーク・デイケアで，
次いで，2．読書・勉強（英語や仕事に関するもの
で自己学習），3．体力作り・スポーツ，4．外出・
散歩であった。
補足として，「休職中の過ごし方」についての
質問の自由記述についてもまとめた。「復職に向
けて何かやることを決めたり，目標を設定したり
して過ごしていた」の質問に「当てはまる」と回
答していたものの中で，1．生活リズムを整える，
2．リワーク通所，3．体力回復の記載が多かっ
た。「外出について」の質問においては，「外出
の目的」で多かったのは，1．買物・食事，2．リ
ワーク通所，3．体力作りのための運動，4．散歩，
5．図書館で読書，であった。「よく行っていた場
所」では，1．スーパーやショッピングセンター，
2．図書館，3．リワーク施設が多く，公園や自宅
近所という回答も次いで多かった。「休職期間中
に行っていた趣味」でいちばん多かったのは，①
スポーツ，次いで，②読書，③音楽鑑賞・演奏で
あった。
これらの結果は，メンタルヘルス不調で休職し
ている従業員の休職中の過ごし方の実情として非
常に示唆的で，参考になる。今後も詳しく分析し
ていく予定であるが，実際，復職支援の指導に活
用した事例を後半部分で紹介している（本調査研
究の結果は，第 76 回日本心理学会で発表した内容に
加筆・修正している）。

Ⅴ　考察と臨床への活用

まず，調整変数の中では休職回数 3回以上で，
その後の就労継続に有意に関係していることが示
された（表 3）。この結果は，他の調査研究の結果
などからも再三報告がなされており，休職・再休
職を繰り返すいわゆる対応困難例や双極性障害な
どの疾病の種類にも関係していることも考えられ
るが，復職後，職場で充分な配慮がなされている
にもかかわらず，休職を繰り返すケースに関して
は，何度も休職を繰り返すうちに，休職すること
へのハードルが低くなっていることなどの心理的
な要因も考えられる。累積就労継続率を見ても，
復職後 6カ月以降に大きな差が出ており，より長
期的な就労継続という点から鑑みても，3回以上
休職・再休職を繰り返している対象に関しては，
3回未満の対象とは，異なる対応をすることが必
要である。このようなケースについては，復職支
援委員会のおりに，従業員の傾向を考慮に入れた
復職後の職場再適応にあたっての健康管理室での
対応を含め，医療的立場，心理社会的な立場から
のアドバイスを行っている。また，復職への姿勢
に問題があるなど，復職準備性が充分に整ってい
ない従業員に対しては，リワークプログラムへの
参加や外部 EAP相談室の利用を促す提案をして
いる。ただ，対応困難例に関しては，個別の要因
が大きい場合もあり，対応に苦慮しているのが現
状であり，それぞれの事例の分析も含めて更に，
詳しい検討をしていく予定である。
次に，復職支援委員会の前に行われる復職検
診時に施行される心理検査の結果からは，POMS
で V 尺度（活気）が危険群である場合と新版
TEGⅡにおいて，FC尺度が 50 パーセンタイル
未満であると再休職・疾病を原因とする退職の有
意なリスクとなる結果が出た（表 3・4）。休職し
て，少なくとも復職検診を迎える段階では，意欲
や活力が回復し，感情を抑制し沈んだ状態でない
ことが，その後の就労継続にポジティブに働く可
能性が示唆された。POMSや新版TEGⅡの結果
が，復職後の状況を高い確率で予測し，復職準備
性をはかる指標の 1つとして重要な予測因子にな
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りうる可能性が示されたことの意味は大きい。
既に他領域において利用されており，使用
に際しても比較的負担の少ない POMS や新版
TEG Ⅱ 22）23）24）25）を，復職判定の判断材料のひ
とつとして積極的に利用することはもちろんのこ
と，復職後，自分の状態を把握するためのセル
フ・モニタリングのツールとして使用するなど，
応用できる範囲は広い。実際，弊社においても，
第一次予防のメンタルヘルス研修のセルフ・ケア
の教材で新版TEG�Ⅱを利用することがある。
更に，これまでの心理学では，疾病や問題点に
焦点化し，アプローチすることが多かったが，こ
こ何年かの潮流として，人間の強みや長所に焦点
化して個人や組織の健康度や幸福感を繁栄させる
ポジティブ心理学が盛んになってきている 26）。
このような流れの中で，産業精神保健の領域にお
いてもワーク・エンゲイジメントが注目されてい
る。ワーク・エンゲイジメントは，活力，熱意，
没頭の 3要素から構成された複合概念であると定
義されている。活力は「就業中の高い水準のエネ
ルギーや心理的な回復力」を意味していると言わ
れている 27）28）。POMS で測定される意欲や活力
は，ワーク・エンゲイジメントで測定される活
力と全く同じ質ではないものの，活力や意欲に反
映されるエネルギー水準がある程度保たれている
ことが，就労継続に重要な要素であることは，非
常に示唆的である。復職後の状態評価に，今後，
ワーク・エンゲイジメントの測定尺度を組み合わ
せて，関連を見ていくことも検討している。
また，メンタルヘルス不調で休職している従業
員の状態評価には，客観的評価の必要性が指摘さ
れている。脳器質的な側面を見るアプローチとし
ては，脳と課題遂行時の認知機能やうつ病との
関係についてｆMRI や SPECT 画像を使用した
研究など枚挙に暇がないが 29）30），産業領域では，
うつ病患者の自覚的な疲労感と前頭前野機能低下
と前頭葉の血流低下についての研究結果が報告さ
れている 31）32）。ここ数年，うつ病，うつ症状と
脳血流の関係について，近赤外線スペクトロスコ
ピィ（near-infrared�spectroscopy�:�NIRS）光トポグ
ラフィを使用したうつ病の認知機能障害との関連
を見る報告も出てきている 33）。これらの研究が

進むことで，うつ病の回復過程との関連が明らか
になれば，主にうつ病などのメンタルヘルス不調
の従業員の復職後の予後や就労状態をより客観的
に把握することができ，自覚症状の気付きに乏し
いメンタルヘルス不調者への適切なフォローアッ
プに役立てられる可能性がある。
●ヘモグロビン変化量（前頭部）の研究
当科では，上述の調査研究に加えて，2012 年 4
月より，日本臨床心理士資格認定協会の研究助成
を得て，休職していた従業員の復職後の就労継続
との関連因子について「労働者の疲労蓄積度自己
診断チェックリスト」と「新ストループ検査Ⅱ」
を実施し，これまでの調査研究の結果で，就労継
続との関連が示唆されている「活力・意欲」「疲
労」との関係を更に明らかにするため調査を進め
ている。また，客観的評価のために，試作的に新
ストループ検査Ⅱの実施中に，近赤外線方式脳血
流評価システムを使用し，前頭部のヘモグロビン
変化量を測定し，客観的指標の検討として，活力
と意欲，疲労と就労継続との関係を多角的に実証
するべくデータを集積している。調査研究は，ま
だ，経過途中ではあるが，これまで，メンタルヘ
ルス不調で休職していた従業員は，健康な統制群
との比較において，課題遂行時の脳のエネルギー
効率に問題がある可能性が推察できる結果が見ら
れており 34），今後も，更に，詳細について検討
し，結果については，経過を比較したデータが集
積できた段階で，まとめて報告する予定である。
生活調査のアンケートの結果からは，5因子の
合成変数の中では，「睡眠（生活）リズムの安定」，
休職中の過ごし方では，②「家事の手伝いをして
いる」を選択していると就労を継続させる可能性
を高めていることが分かった（表 3・5）。この結
果は，データ数が少ない段階での結果以来，一貫
している要因である。このことから，復職検診時
の状態として「睡眠（生活）リズムの安定」，復
職検診前の 1カ月においては②「家事の手伝い」
を行っていると，復職後 6カ月，1年後の就労が
継続しているという実証的な結果が得られたこと
は，今後，復職支援において休職中の過ごし方を
指導する上で，非常に有用性が高いと思われる。
④「PCの使用」が，3時点での就労継続に悪影
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響を与えている点については，質問紙に含まれて
いる付加的な自由記述項目から，ネットサーフィ
ンやネットゲームなど，主に娯楽目的で，だらだ
らと PCを使用している場合は，就労継続にネガ
ティブに作用していることがうかがえた（表 3・
5）。また，臨床的な印象からは，復職に向けたカ
ウンセリング場面において，課題を決めて PC作
業を行っていたとしても，適当な時間で切り上げ
られずに長時間使用となり，疲労を蓄積してし
まう従業員が多く見られた。PCをどの用途に使
用していたかについての設問を拡充していくこと
で，より厳密に要因を特定する必要があると思わ
れる。
職場復帰支援の流れはステップが 5 段階あ

り 35），それぞれの段階で，心理検査やアンケー
トの結果を上手く利用することによって復職支援
に役立てることが出来ると思われる。
個人の経過としては，メンタルヘルス不調で休
職している従業員は，急性期，回復期，復職準備
期，復職交渉期の段階を経て復職へと向かってい
く 36）とされている。ここで，実際，当科に通院
している従業員で，カウンセリングを実施して
おり，上記の研究結果を利用した支援の事例につ
いて述べる（事例は，個人の特定ができないように
いくつかの事例を組み合わせるなどして内容を加工・
修正してある）。
●事例 1
20 歳代，男性，技術職，大学卒，未婚，うつ
状態，休職 3回目
学生時代にも，一時期不適応を起こして引きこ
もり状態となり，大学に通学できなくなった既往
歴がある。大学卒業後，いわゆるバブル期に入社
した。入社して新人研修が終わり，それぞれの配
属先に配置されて間もなく環境の変化についてい
けず，1度，短期間ではあるが休職している。そ
の後，上司などの手厚い配慮により 1〜 2年ほど
は，特に問題がなかった。
その後，バブル経済は崩壊し，不況による就職
困難のため，自分より後に入社してくる後輩が非
常に優秀で，焦りを感じていた。そのような中，
新しいプロジェクトに配属され，与えられたノル
マを達成することに加えて，自分の専門とは違う

領域の知識も学ばなければならなくなり，業務時
間では仕事をこなすことができず，残業が増えて
いった。毎日，遅い時間に帰宅し，それから食事
をとり，就床していたが，疲れているのに，なか
なか寝つけず，酒量も増えていった。職場ではフ
レックス制の勤務形態を取っていたので，コアタ
イムには出社するようにしていたが，起床時の体
調不良を引きずって勤務していた。このような状
態で仕事にも集中できず，進捗も遅れ気味であっ
た中，自分が以前指導していた後輩と仕事の業務
の進め方に当たって口論となり，上司が仲裁に入
るというトラブルが発生した。この出来事の後，
仕事に対するモティベーションも低下して，休み
がちになり，勤務態度にも不安を持っていた上司
が事業場の健康管理室産業医に相談し，後日，当
科を紹介受診となった。
受診した当初は，疲労困憊し，憔悴しきった様
子ではあるものの，トラブルになった後輩への批
判や上司に対する不満を述べるときは，とてもア
グレッシブな表情に豹変した。典型的なうつとい
うよりも，未熟なパーソナリティが根底にあり職
場で不適応を起こし，うつ状態を呈していた。
若年層に増加していると言われている，いわゆ
る「現代型のうつ」が疑われた。強い疲労感と抑
うつ感を改善させるため，要休業の診断書が出さ
れ，2回目の休職となった。
職場から離れたことで，症状は比較的速やかに
消失した。症状がなくなった後は，休職中，趣味
や旅行など自分の好きなことをして過ごしてい
た。調子も良くなってきたので，元の職場に復職
となった。
復職後は，業務上の配慮や上司も保護的に対応
していたこともあり，順調に就労していたが，年
度末の業務評価が，自分が思っていた以上に低
かったことがショックで，やる気を失くし，再度
不調となった。意気消沈し，自信を失くしてしま
い，「生きていても仕方がない」と希死念慮も出
現し，前回よりも強い抑うつ感を訴えたため，3
回目の休職となった。
3回目の休職時は，症状がなかなか改善せず，
ほとんど家で臥床気味に過ごしているような状態
で，受診時も無精髭を生やして衣服にもあまり配
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慮していない様子だった。このような状態が長く
続いていた後，症状がある程度快方に向かってき
た段階で，生活リズムを立て直す必要から，診察
に合わせて，カウンセリングが実施されることに
なった。
当初は，週 1回のカウンセリングで，生活リズ
ム表を作成して，これをチェックすることから開
始した。生活記録表からは，就床時間は夜中の1：
00 から 2：00 で，起床時間は 8：00 から，遅い
ときは 10：00 になることもあり，ゲームや PC
でのネットサーフィンをしている時間が長く，1
日を無為に過ごしていることが分かった。また，
この従業員は単身者で，家庭の事情があり，休職
中，実家で過ごすことができなかったが，母親が
1カ月に 2・3 度来て，掃除や食事の世話をして
いた。このため，人に頼らずにある程度まで生活
リズムを修正する必要があったので，まず，起床
時間を 7：00 に設定し，ゲームや PCでのネット
サーフィンをしている時間を減らすことから始め
ることにした。開始当初は，7：00 起床もなかな
か守れず，起床すると朝食もそこそこにゲームを
始める有様だったので，ゲーム機をテレビから取
り外して押入れに収納することを提案し，PCの
使用も制限した。しぶしぶではあるが，納得し実
行したものの，今度は，ゲームの変わりにテレビ
や PCの時間が増え，外出も食料を買いだめにコ
ンビニやスーパーに行く程度でほとんど家から出
ない状態だった。そこで，このような行動パター
ンを変えるため，一旦，起床してから①着替えを
して身だしなみを整える，②近くのコンビニに朝
食や新聞を買いに行く，という行動をとってもら
うことにした。ある程度，このような行動パター
ンが定着してきたところで，朝食後は，家で掃除
をしたり，部屋の中でできる簡単なストレッチを
したり，体を動かして過ごしたりするなど，徐々
に活動量を増やしていくようにしていった。
次の段階として，週に 2〜 3回はジムで体を動
かし，ジムに行かない日も図書館で読書をするな
ど，できるだけ外出の機会を増やすようにした。
体調の波がありつつも，生活リズムが安定してき
た時期に，友人と飲みに行き，羽目を外し夜遅く
まで飲酒してしまって体調を崩し，結果として生

活リズムも大幅に乱れてしまうというエピソード
が起こった。カウンセリングでは，それまでも，
自己愛が強く傷つきやすい傾向に配慮しつつ，こ
れまでの仕事への取り組み方や職場の対人関係な
どの問題について，自己の振り返りを進めていた
が，このエピソードを取り上げて，本人なりに一
所懸命に物事に取り組むものの周囲の状況に流さ
れやすいといった問題点について，今後の対策に
ついて話し合った。
この従業員は，休職中，事業場の健康管理室の
スタッフとも定期的に面談しており，健康管理室
スタッフは，適宜，主治医とも連絡を取ってい
た。このため，職場での対人関係の持ち方にも
問題がある（人の好き嫌いが激しく，認めていない
人に対しては対応が手厳しいが，信頼している人の
意見などには影響されやすい）ことなどが情報とし
て共有されていたこともあり，この機会を利用し
て，同じような状況の仲間と接する機会を持つこ
とが本人にポジティブな影響を与えることを期待
し，障害者職業センターのリワークプログラムの
利用についても検討され，勧めることとなった。
障害者職業センターへの通所は思いのほか抵
抗なく受け容れられ，通所も非常に良い形で進
み，やはり，通所している利用者との会話が本人
にとっては得るものが多かったようだった。予定
されていたリワーク通所が終了し，「復職可」の
診断書が出て，復職の申請が提出された。復職支
援委員会では，上述のような対人パターンや性格
傾向に加え，能力面での自信のなさなどが出席し
たスタッフ全員で共有され，職場での対応が話し
合われた。会議の結果，休職以前に属していたプ
ロジェクトからは外し，補助的な定型業務を配分
してもらい，この方が信頼している上司の下で復
職することとなった。事業場産業医から，復職支
援委員会で共有された情報が人事・上司に職場で
の配慮という観点から伝えられ，正式な復職決定
の運びとなった。復職後，いっときは，週の後半
は疲れが出てくるものの，週末にゆっくり休むこ
とで回復できる状態で，数カ月で，1週間，安定
した状態で就労できるようになった。復職後も当
科での診察とカウンセリングは間隔をあけて継続
し，フォローに当たり，事業場産業医とも定期的
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な面談が行われ，障害者職業センターのフォロー
アップにも仲良くなったリワーク通所者OBに会
うために継続して出席している。復職 1年後も問
題なく就労継続できている。
●事例 2
40 歳代，男性，研究開発職（管理職），大学院
卒，既婚，うつ病，休職 2回目
もともと几帳面で完璧主義な傾向が強かった
が，入社後 20 年間，高度経済成長の時期とも重
なり会社の業績が右肩上がりであったことも手
伝って，仕事は超多忙ながらも精力的に業務に取
り組み，昇格も順調であった。管理職になってか
らも，数年は特に問題なく，業務をこなせていた
が，会社の新たな事業展開の時期に入り，各種プ
ロジェクトや委員会などの兼務が増え，多忙な上
に，自分の思うように仕事が捗らなくなってき
た。残業，休日出勤が増え，夜寝つけず，たとえ
やっと寝つけたとしても夜中に眼が覚めて，その
まま朝を迎えて，疲れが取れないまま出勤する日
が何日も続いた。そのため，出勤して机に向かっ
ていても集中できず，考えが上手くまとまらず，
ぼーっとしている時間が増え，様子を見かねた上
司が健康管理室受診を勧め，健康管理室より当科
が紹介され，受診した。即日，抑うつ状態による
「要休業」の診断書が出され，1回目の休職となっ
た。
休職中は，自宅でゆっくりと休養を取り，3カ

月ほどで投薬の効果で睡眠も取れるようになり，
症状が軽快し，やや焦りもあったため会社に復帰
するが，復帰後，直ぐに，休職前と同様の状態と
なり，就労が困難となったため，再休職となる。
この時，1回目の休職時に，会社に対する申し訳
なさや休んでいた分を取り返したいという焦りも
あり，復職を急いだことが症状再燃の原因となっ
たことを反省し，2回目の休職は，同じことを繰
り返さないように，しっかりと治療するため，カ
ウンセリングも実施することとなった。
再休職した当初は，疲労困憊していたこともさ
ることながら，再休職になったショックが大き
く，自信を失くし，非常に意気消沈しており，ま
ずは，ゆっくりと療養し，気分状態がある程度安
定してくるまでは，受容的に話を聞くことに徹し

た。状態が安定してきた段階で，生活リズム表
をつけてもらい，日々の生活パターンについて確
認したところ，起床時間は妻の出勤時間に合わせ
て 6：30 と通勤していた頃とほとんど同じ時間に
戻っていたものの，妻が出勤して以降は，リビン
グでぼーっとテレビを観るなど，家に引きこもり
がちであることが分かった。わずかに外出してい
る機会としては，平日の夕方や週末に妻と一緒に
買い物に行く程度であった。そこで，まず，起床
したら着替えをして，家にいても，朝食後の後片
付けなど，簡単な家事労働など，体を動かすこと
を勧めた。
次に，家の中においても，午前中は，妻に代
わって洗濯や掃除などの家事を継続して行えるよ
うになってきたところで，1日 30 分程度の散歩
を取り入れることを勧めた。はじめは，平日，1
人で家を出ることに抵抗があるようだったので，
妻が帰宅後に買い物に行くのにあわせて，少し遠
回りをして店に行くことから試してもらい，慣れ
てきたところで，自分の生活パターンに合わせ
て，単独で散歩の時間を取り入れるようにした。
最終的には，出勤時間に合わせて家を出て，40
分かけて図書館に通い，午前中は図書館で過ご
し，午後からは，家事や家の用事を済ませるなど
の時間にあてるというリズムを作り，復職が視野
に入ってきた段階では，毎朝，最寄り駅まで歩い
てから，図書館に向かう通勤練習も行ってもらっ
た。
この間，通院と合わせたカウンセリングにおい
ては，生真面目で完璧主義的な傾向が強く，「ね
ばならない」思考（「仕事を何が何でも自分がやら
なければならない」「管理職はこうあらねばならない」
など）が話の端々にうかがえたので，認知療法を
実施して，認知の修正を行った。このような経過
をたどり，「復職可」の診断書が出て，復職支援
委員会の開催申請が出された。復職支援委員会で
は，この方の律儀で几帳面ではあるものの，思考
が硬く，職場で起こる様々な事象に臨機応変に対
応できないために，仕事を抱え込んでしまい，特
に，期末，納期が重なる時期に不調をきたしてし
まうパターンが出席したスタッフ全員で共有さ
れ，職場での対応が話し合われた。
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会議の結果，実質的な管理業務からは，当面は
外し，補佐的な納期のない業務を配分してもらい
復職する方向で支援することとなった。事業場産
業医から，復職支援委員会で共有された情報が人
事・上司に就労に役立つ形で伝えられ，人事上の
配慮が検討され，正式な復職決定の運びとなっ
た。復職後，はじめは 1日が終わると疲労感があ
り，週末はぐったりしていたが，徐々に就労に慣
れていった。復職後も当科での診察とカウンセリ
ングは継続し，フォローに当たり，事業場産業医
とも定期的な面談が行われ，1年後の予後も良好
で，就労も問題なく継続している。
本ケースは，ご本人が自律的に，生活パターン
を修正することが可能で，リワークに通所するこ
とについては，あまり積極的ではなかったため，
「独りデイケア」にて復職準備性を整えていった
例で，このときに調査研究で実証的なエビデンス
が示されている結果を上手く活用して支援を進め
ることが出来た。
このように，休職中から，メンタルヘルス不調
の従業員の状況を充分把握し，回復度合いに合わ
せた治療や対応を取りつつ，復職につなげ，復職
後も職場健康管理スタッフ，人事，上司との間で
情報の共有が持たれ，件の従業員の症状の状態や
性格傾向，仕事への姿勢や対処パターンを考慮に
入れた業務配慮や支援を継続して行うことが出来
るケースは非常に予後が良く，長期的な就労継続
に繫がるように思われる。このときに，それぞれ
の専門スタッフが，多角的な視点からの情報を共
有しつつ，それぞれの専門性を充分に活かすこと
が，メンタルヘルス不調者への支援を最大限効果
的に行うことが出来るポイントである。

Ⅵ　今後の会社としての取り組み

弊社グループでは，国民健康づくり運動「健
康日本 21」に呼応して，「健康パナソニック 21」
を 2001 年より開始し，会社，労働組合，健保組
合の三位一体で行ってきており，2011 年度から
は 10 年間の活動をさらに発展させ「健康パナソ
ニック2018」とし，2018年の創業100周年に「パ
ナソニックグループまるごと健康」の実現を目指

している。この活動の中で，「メンタルヘルス不
調」「脳・心臓疾患」「体力低下・筋骨格疾患」「が
ん」「歯科疾患」の 5つを重点疾患とし，メンタ
ルヘルス対策は重視されている 37）。
そして，この 4月より，メンタルヘルス対策と
して，休職・再休職を繰り返すメンタルヘルス不
調の従業員の増加傾向を受けて，休復職制度が改
定された。メンタルヘルス不調者に対しては，休
職前，職場においてメンタルヘルス不調の兆候が
見られた時期から復職支援チームを編成し，休職
した場合は，休職中を通して，職場復帰に向けて
フォローし，復職後も職場再適応が円滑に進むよ
う，就労支援に当たり，メンタルヘルス不調によ
る再発防止，休職・再休職の減少に向けて，会社
を挙げて取り組んでいく方針である。
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